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イ ギ リ ス 旧 救 貧 法 一 「定 住 法 j l に か ん す る ノ ー  ト

松 村 尚 夫

' イギリス市民革命以降産業革命にいたる時期に， 労 役 場 (workhouse)とともに，イギリス旧救

貧法史上の旋回軸をなしたいわゆる「定住法」 (The Act of Settlements)，すなわち「主国の貧民救

.済改善法j (An Act for the better Relief of the Poor of this Kingdom,13 & 14 Charles II. cap .1 2 )は，

1662年 5 月に議会を通過した。以来，「定住法j は，貧民雇用論者J .チャイルドをはじめ多数の著
(1)

述家による批判をうけたが，とりわけ，A ,ス ミ ス が 「労働の自由な流通j を妨害するとして激し

注（1 ) 貧民の市ないし国への柒中は富の集中であると主張するJ , 參ャイルドは, 「新交易論」（1693年）の第2 章 r貧民の 

救済および雇川について』のなかで，r定住法j にたいして以下のような批判を加え，ロンドン市， ウェストミンスター 

MT,サザックのバラなどの地区を貧民救済のため一地域に統合して「货民の父j という法人を設立することを提唱した。 

すなわち，「貧民にかんするわれわれの现在の法律の欠陥はどこにあるかj と自ら設問し，こう答えている。-「务ら由本的 

な あ や ま り を ゎ た し は 教 区 自 身 の 貧 民 だ け を 扶 養 す る こ と ふ み 為 ム と i で‘ 忘；4 •ふ +。そのこと 

からしてあわれな放浪者を追放’したり，かれらの出生地またはまえの®住地に送還したり，むちでおV、かえしたりする結果_ 
が生ずる。その慣行は，わたしがロンドンで多年みてきたところでは，王国全体にとっても，王国の貧民にとってもまっ 

たくなんの益にもならなかったし，またならないであろう。もっとも，それはとき.として鸺然にかれらのうちのあるもの 

にとっては刑罰，ただし効果のない刑罰であることもあるが。わた;しが効果のないというのは，それが当人たちを改善し 

ないし，他のもの •ちの心をすべての刑_ の真の目的である忠順にみちびくこともないからである。……か れ （小吏）が 

このあわれなA 間 （乞食）を治安判事のところへ連行し，治安判祺はこの逯反杂をむちうって，ii(区から叙氐ベとそのひ 

との出生地またはまえの居住地へおくるように命ずる一20人のうちひとりの# ffも （あわれみの情ま.たはその他の理由 

から)そうはしないであろうが一ものとしよう。これすら国にたいするおおきな負担であり,それでいて国民の事業その 

ものはまったくはたされないままである。なぜなら違反希は, 指示された場所に到達するやいなや，恥あるいは赛惰のた 

めにすぐに同地をすて，より幸運であることを期待してまっすぐにまいもどるか,あるいはどこか別のところへ放浪してい 

き，一方そのひとが送還される教区のほうは，そのひとが怠情な，またおそらくはいっそうわるい資質のひとであること 

をレっていて，そのひとS 身がそこからよろこんでたちさるのとおなじくらい，そのひとのいなくなることをよろこぶの 

である。（傍点は著者—— 以下同じ）j そして「贫民を抉養し，かれらをはたらかせるただしい方途が講じられるならば， 

かれらを排除する策を発明する必迪はなぐむし今かれらを導入する策を発明する必驳がある. なぜならi 七会叙された 

市ないし国に贫Kがくることは辦爽上窗がその市ないし国にあつまることであるから……j ( J .チャイルド，杉山忠乎訳 

•■新交易論」 初期イギリス経済学古典選集j 3 , 來京大学出版会，1967年，128—131頁)4 長いあいだ書誌的に誤解さ 

れ混乱していた■ A New Discourse 6f T radeの出版が1693年であったこ'とは，訳者によって確定された（訳者によ冷 

『解説」参照〉。救贫法研究史上でも，従来はチャイルドのこの著H〖の出版時点は誤解されており，例えばウェッブはこの 

著 街 （ウェッブはThe New Discourse of T rad eと誤記している）の出版は初版が1670ip ,第 2 版が1694年としていた 

(S. & B. Webb, Englieh Poor Law History  ̂ part 1 . English Local Government, 7, London, 1927, p. 103, p. 1(M. 
n . 1 ) し，.また，ルパ一ンも， ‘In hia discourse upon trade, written in the reign of King Charlea tho second, in
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く非難したことが，こ の 「定住法J を余りにも有名なものにした。だが，S. & B . ウ1 ッブが指摘 

するように，「この法令は, 社会史家にとっては， ひとつめ解きがたい謎 (& puzzling enigi加 )で  

あk2。」というのは，その立法立案者，動機などが不明だからである。

A ,スミスはいう6 「非行を犯したことがまったくない人を，この人が住みたいと思っている教氐

からたちのかせるとい—う.ことは，. 自然的自由や正義の明白な.冒 漬 （an evident violation of natural
- «

liberty and ju s t ic e )である。けれども* イングランドの庶民は，自分たちの自由を熱愛はしていて

も，他の大多数の囯々の庶民と同じように,自由がどういうところに存するかということをけっし

て正しく理解せず，すでに一世紀以上におよぶ現在まで，自分自身をこめ圧制にさらしたままなん

の救治策も講じてはいない。……わたしはあえていうが,，四十歳になるイングランドの貧乏人で，

その生涯のうちまだ一度も定住法というこの悪法からもっとも惨酷な圧制をうけたおぼえがない, 
(3)

という人はまずなかろう<»」と。

このようなA .スミスの「定住法」批判は， F . M . イーデンによって，定住法による障害を過大 

忆評価しているとして批判された。 F . M . イーデンは，ノ定住法丄による障害を強調するW . ，彳t  

A . スミスを，その障害が微弱だったとするJ . ホヴレットの所説からの引用を対置しつつ，つ#のよ 

う批判する 9 「ホウレット氏は正しくのベている。r(定住法の)機能は，一般的にはきわめて微弱で 

あったと考えられている。独身の健康な若者が居住地を変え, 好むところに定着するのに,どれほ 

どの困難があっただろうか。商業や工業糸繁栄しているときに，商人や工業家は，徒弟や渡り瞼人 

'を，その人が他の教区や王国の遠隔地で生まれたとか定住したとかいう理由で；雇用するのを拒西 

するだろうか。反対にそのような人を熱心に探し求め，どこからこようとも喜んで受けいれないだ 

ろうか。さもなければ,シエフイ一ルドやバーミンガムやマンチエスター,’が,まろだく小さな村か
-■ V . • . . ' v • . . ' ; ■、• . . *

■ら，首都を除く巨大都市の大きさに匹敵-したり超過したりするよう,な人ロの多い都市になることが 

どうし't：おこるのだろうか。農業’使用人に9 いていえば, かれらは教区から教区へ，州から州へ，

•定住法O ことを考えることもそれによづ弋巍制されることもなく，移り歩いナこめである』Jと。イー
• . ..，ベ - •- . • . • ■ • • •

デンはさらに「私はョ— P ッパ史上いかなる国も，イングランドほどしばしば居住地を変える国は 

ないと信じ！:いるc …•工業都市では, ヨリ特殊的には太都市では，全居住考数にたいする土着の

mmmm

the chapter "Concerning the relief and employment of the poor**, hi& words ar^'these’■と書い'tT结 2 章を；■全文では' 
. 'ないが, 大部分収録している'R. Burn, The History of the Poor Laws, London, 1764, pp. _140—174):.:のセ, A New 

Discourse of Trade (1693年）あるいはA Discourse about Trade (1690牟）が; すくなくともW84年までfcは出版され 

ていたとみなしていたこi f c なる。 . -
.注（2)  S. & B. Webb, op. cit., part 1 , p. 315.

( 3 ) A. Smith, The Wealth of Nations, 1776,1 Vol. (Modern Library), p. 141. 松川訳 '「諸国民の富 培波.
文 糊 〕, 377—8頁， .

( 4 )- J.; H^vlett, Examination of Mr, Pitt's Speech, 1796, p .13. Cited In F.M. Eden, The State of the Pocir, vol.l, 
London. 1797, pp. 297-8. ’
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(5 )
人 の 割 合 は ， たぶんまったぐとるに足らないであろう」 とのべて， 1781年のウェストミンスター一

般 施 薬 所 に お け る 3, 2 3 6 人め出身地調查の結果を掲げ，’ ロンドンで、は 居 住 者 の 4 分 め 3 が;他所から 

' ( 6 ) ‘

き た 人 （s tr a n g e r )であると指摘する。 ここでわれわれほ， 18世 紀に， 「定 住 法 j の現実の影響をめ 

ぐってい A . ■ズミス t= W .ヘ イと， F . M . イ ー デ ン • ホ ウ レ ッ ト と の 対 立 し た 把 握 が あ っ た と と
(7 ).

:W• ヘ イと， F . M . イー

■ ( 8 )
を確認するこ .とができよう。

とこちで, A . ス ミ ス の 「定 住 法 j 批 判 は ,そ の 法 律 が 現 実 に あ た え た 作 用 と 影 響 を 過 大 評 価 し  

て い る と い う 2 人の 救 貧 法 史 家 め 主 張 は ，' 現在でゆすで に 定 説 に な っ て い る 。 「定 住 法 」 も含めて， 

救 贫 法 研 究 史 土 の 転 換 点 を な し た 2 入の著作とは，ほ ぼ 時 を 同 じ ぐ し て 出 版 さ れ た D .  ^ - シャル 

「13肚紀におけるイング :ランドの貧民」 (1926年 ) , S. & B .ウ i ッ ブ 「イングランド救貧法史 j (均27年),
(9 )

お よ び D • マ一シ.ヤ > レ の 論 文 「旧救貧法一 1662年 ‘ 1795年 」 である

注( 5 )  F; M‘ Eden, ibid” vo l .1* • p. 298. , . _ 丨

(6 )  Westminster General Dispensaryの調查丨ilTOl年 Royal Societyに提出‘ れた Bland博士によるもの。それによ 

' ンると* 3 ,幻6名<5既 婚 渣 め う 1,舰名，’子がわぢ6分の 4 はインタランドと、ゥ土イルズ様々だ.州からぎた;もめ。824
名，4 分の1 はロンドンで先まれたもの。2印)名f 11分の'1 はアイィレランド出身。209名, 15分9 1 はスコットランド出身。 

53名，60^ゝの1 は外国から, となっている（F.M. Eden, ibid.，p. 298)。
( 7 ) キャナンは；本稿で引用したスミ巧の叙述のところで, つぎのよちな脚法をつけている。 「こうV’、う主張をするから 

には，アダム》スミスとしても，それを衷づける若干の証抛を容認していたことであろう。しかし，その反而，われわれ 

がこ.こでSir Frederic M. Eden, State of the Poor, 1797, vol. i，, p p .交9Gl—1交93をひ•'きあいtこだして.もさ.しつがえ.なかろ 

:う。. すなわち，イ，一デンはこの齒所で Williani Hayfs Remarks on the Laws Relating to the Poor. 1735.を，：定住法に 

よって生じた障害につ（、ていちじ、るしく誇大な見解を述べたものだと考え't いるンそしてヘイ(Hay) こめ書物は，.
:1776年にはエディVバラの弁護士図書館掐あったから，アダム♦スミスはこれを見たかも知れないのである。j (A. Smith'

ibid., p. 141 ,n. 8 7 .訳，同書，378頁)。’ そのW‘ ヘイの著.If Remarks on the Laws .はつぎのよ.う 「定住法j を

— 把えt ぃる。「定住法は，ひじょうにI：ばし'ば実施ぎおおきな困難と経费を伴づた。定疰法は貧民の他各の猶であり， 

なんら公サの利益をもたらさなかった。、とい-ラのは, . 貧民にfcいし：T：もづi 手厚い保護がかれら自身の教区でなされない 

な■らば，かれらもまた他の教区に住むのぼもっともなことだからて-あ名。.‘""i*かしこの沄律はま.ったぐそれをし紅い’で， 

かえぅて貧民め状態を惡化させ, がれち.の雇用を促進しないセ, 妨害している。j (WilliamIfe女，！̂印ザ叱^̂̂ Lawa 
relating to the Poor, 1735 & 1751, p. 126, Report of G. Coode on the Law of Settlement and Removal of the 
Poof, 1851, p. 300)。そして，「定住烤j にかんするとO ような休. ベイの把が , 食民雇用論者J . チVイルドとM.へ 

イルやそixに甚礎をおV、て( 、务ことド往目すべきであろう。，ヘイはv、.5。: 「貧民の救済と雇用にかんず多法律疼^ ^ 、ては， 

わたしは大法官ヘイルとジョサイヤ•チャイ.ルドがこの問題についてのベたこと> 繰りがえすことができるだけであり， 

がれらの論稿はモの国ば好意をもっている人びどによって：しぼじば読まれ考:慮されるに値するj i めべ 手 ふ イ ル ド 「新 

交易論」Q第 2得 《■贫民の救済および雇用について4 の期旨を紹介している（W. Hay, ibid., p. ；126. G. Copde, ibid.,. 
P- 30 0 )なおV A .スミスが「定住法j 批判の典撾としたものに，R . パ 一 ン 「救貧法史j (The History of the iPoor 
Laws, 1764)およ.び 「治安判事」 (Justice of the Peace, 1764).があることを一言補记しておこう。ス:ミ.スはこの.2 つの. 
著書から数力所引用しており,，スミスが扱った条例は十べて前著に収録されている（pp, 94—100)。

. ( 8 ) A. W. Ashby, One Hundred Years of Poor Law Adminietratioji in.a Warwickshire Village, Oxford Studies in 
Social and Legal History, vol. Ill, Oxford, 1912, p..61....および1 Hasbach, A!History of the English Agricultural 
Labourer, 1st English Edition 1.908, .N断 ..Impression 1966, pp-172—4 . を参照。ハス:パッハは1663年' (62年Q誤記）

の *"矩住法J にたいする見解の対立は， 2人のイングランド人(HowlettとEM en)と2 人Q スコットランド人(Lord 
Kames.と A. S m ith )とのあいだにあフたとしている（p. 172)。 ，，,.

(9 )  D; Marshall, The English Poor irl the Eighteenth Century, London,；1926. S. & B. We)ib, English Poor*Law 
History, part 1：Tho Old Poor Law, part 2： Tho Last Hundred Years, vol；, 1 and 2, English Local government 
vol.7〜9, London,： 1927. D. Marshall, 'Ths Old Poor Law, 1662-1795', ^conmtc History M e w , m h  1937-1938, 
pp. 38-47. , , .''ハ' / '
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- - (10)
D  •マ 一 シヤルの論文は， G , ニ コ ル ス の 「救 貧 法 史 」 に 典 型 的 に あ ら わ れ ;"Cいるような，従来の 

法化丨]史 の視角 が ら な さ れ た 研 究 が ， 救貧法の施行が現実にもずこらした影響および結果についてほ明 

確にじえなかっナことい .う’批 判 の う え に た っ て ，救 貧 立 法 よ り 救 貧 行 i c め 研 究 を ，法制史より地方史  

の研究をす十め名ことの決萣的な重要性を指摘した。 その 理 由 は , 救 貧 法 が 」 国的法律として制定  

されるには，他 め 諸 法 律 h 同様に， そ の 実 質 的 な 実 施 過 程 が 地 方 に お v 、て蓄猜されているととが前

捉とざれており , まナこ一国的法律の実施は地方的多様性をともなった， というのが当時のイングラ
. - . ■ . ■ , .

ンドめ特徴だったことにある。かの女は，1662年 の 「定住法j について，つぎめようにのベて，従 

来の救食法に‘がんする通説の再檢討を主張する。 「ジョ一ジ • ニコルスは.この法律があ/こかも救貧 

行政化新慮迤を％久しだかめように書いているが『I662年法が,勞働者の現実の状態に変化をもた 

らしたというよりば，むしろ法律上め変化をもたらした』ということはいまや明らかとなっている。 

地方めE 録は1662年以前に多薮S 移動の例があるとどを东しているし，け世紀前半にはぞの慣行を 

法的にM定ずるいCつかの試みが議会によろてなきれたのでおる。丄つづいて/ マニツヤル枝，A .:ス 

ミス, 「定崔法」批判が，現実には妥当性をもだ'なかったごとを，:'^ぎめよぅにのベる。「ァダ乂 • 

スミスは定佳接を労働の可動性を妨げるという理由がら徹底的に非難した。 じっさいにこのととは， 

すくなぐともその法律の悪むぎM結果のとつであづたようにみえる。現在利用可能な証拠によれ
Q2)

ば，移動きせられた人数は，労働の可動性に大きな影響をあたえた:戌どには多くはながった。j じじつ， 

ウ: ^ ブによれぼ， 1 方 5 千の全教区にだいしヤ， 「定住法j : め適用によって移動命令がだきれた 

のは，年間あ七万# , づまり1 教区平均1つか 2 つに過ぎなかっだのゼある。 ざら5^4 —ジヤル 

は，定住法の抜け遣が多教あづたこと，証明書 (i697年) ゆ自由ヒ使用ぎれていたこと，そわ証明昏
- ， . „ (】4) •* :，

は，相)えば,ケムタリツジシプーのように , 同一州内め 教 囟 間 で 交 換 ざ れ て い た り ，：ノ夕’テイシガム

シ ア 一 の あ る 教 区 の よ う に ,半 痊 1 0マイル以 内 か ら < 6ものであるこ :と等々を，、ニ般化 す 冬 こ と は で

きないとの注釈をつけな一ら， 指搞してい与。 マ ー ツ ヤ ル ぼ 証 _ 書 制 度 が r走 住 法 」 め機能をと:の

程度修正したかを明らかにすることはいまだ充分にはなされていないと指摘じたが，こめ課題は最
(16)

近 の P. S ty le sの論文が追求して.いる。

注(10) G. Nicholls, A History of 'the English Poor Law, 3 -vols, London, 1898.
( 1 1 ) D. Marshall, 'The Old JPoor.La 农，.イ662ナ1795’,.:p. 3_9...なお引用文中の.**, j ’ 内は/丄 IX Chambers, Nottingham

shire in the Eighteenth Century, 1932, p, 260.
(12) D. Marshall* ibid., p. 39. /
(13) S. & B, ;Wê )b, op. cit,, part 1 , p. 334.
(14) E. M. Hampson, The Treatment of Poverty, in Cambridgeshire. 1597-1834, 1934, p.147* cited in D. Marshall, op..
. cit., p. 40, ■ . . . , ,  パ ' : . : . . .、 r -•、 . ：. .
(15) J, D. Chambers, op, cit., p. 270. cited in D: Marshall, op. cit,, p. 40.
(16)、 Philip Styles. 'The Evolution of, the Law of Settlement', University of Mkmindham Historical Journal 9 (1963/- 

64), pp. 33-63. ； . ' . / . で； ハ —. ' . ■ ; へ7 'た ：. .
.ぶの論文は，..:グP *-ス.タ シ .•ア,一の PaJnsw.好k にお,ける救貧法の膨大な資料!■こもとづきi -定住法の现矣の影響を明ら.. 
かにする分析をおこな？たものであるが，例えば1697年法が規矩した証明書の署名は，署名者全員が揃わなくとも不完全
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■囀.， w .u u .』.曙層細_ _ M 上„ 隱瞧風觀巧” 晰，圈 鴨 へ

イギリス旧救貧法—— r定住法J一 に か んするノ一 ト 

ゥX ッブも r定住法J の現実の機能と影響ば小さかったとする点では，マーシャルと同一であり， 

「定住法」が 「一時的貧民丄ゃアイルランド人などを適用除外とする規定に匕っていたことを指摘 

する。「すべての賃金取得者がかれらの厲k ている教区にじっさいにF拘禁されている』（imprisoned) 

h しばしば主張されてきたことは, 事実からはほど遠い。 じじっ，その法律には大きな抜け穴があ

っナこので，多くの場所で，賃金取得者の大部分にかんしていえば，そ:の法律ゆ一時的な苦痛め種以
.

上のもいではなかった。第一に，r一時的貧民』(^^1 poor*),すなわち F遍歴中の』 （‘on tramp*) 

灰るいは，. いかなる理由によるのであれ旅行中の，男女は，定住法による移動に全く従属しなかっ 

允。：‘なぜな >̂ , I662年法はその適用を教区に‘ ためにき;た』 叫 “  in_ 謂

とに特に興定していたからである。それゆえ， もしこれらの旅行者かあるいは放浪者のひとりが病 

気^：■なるか事故にあうか，あるいはなんらかの他の理由によって出立できな.かっ.たとしても.ノそれ 

< ネフ*t かれには，たとえ救貧をう.けても,.かれの定住地へ移動する義務は生じなかったのである-

な.ぜなら :力、れは教区へそこに f'居住する』 (‘inhabiting’)...つもりできた<0セはなかったかh である
' •. ‘ - - ' . •,

さらに，アイルランド，スコツトランド，マン島，英仏海峡諸島は定住地とは認められていなかっ 

.たq で，これらの地域のどこかに属しているか，あるし、は属していると宣言するいかなる‘人をも， 

1印2年法に;よってそこへ移動させることは不可能であった。j このように, 1662年 の 「定住法」に 

吵，「■ 歴職人j の移動， およびアイルランド人の流入を妨げる規定はなく, また.じっざいにも妨 

■げられたことはながったのである。こうしX ゥェッブは， 「定佯法」 が労働力移動を妨げたのは農 

.村地带においてだけであり，產業勃興地域では1S世紀はじめから労働力需要が増加し,雇用を求め

て教区間の移動が増如し， 「定住法」 の影響は微弱だつたと主張する。,このようなゥェッブ=マ—
■ ' ’ ' : - ' ; _ - . .

シャルの見解は，A . スミスの「定住法,丄批判に反対したp%M.イーデンの見解を継承，発展させ 

たものである，ということもまた確認できようi  ,

こ こ で ， f の小論で資料として使用するG .クードめ「議会報告書」 Report of George Coode,
 —        ：   . ，

なまま通用していたごとを真铱的明らかにしている（p. 5 7 )。 '

注（17) S. & B. Webb, op. cit., part 1,pp. 334-5,
( 1 8 ) 定住法か,.「遍歴職人j の移動を现実には妨げるものではなかったとぃう点にっぃて， E j ホブズボームはっき*の 

よ、に指摘している。「かれらが放浪してはならなぃとぃうS1由はなかづた。定住法は，職人をほとんどこまらせなからた 

ゥ:£ッブ夫妻は，定住法により退去させられた18世紀労働組合員©例ぬ一っもゆきあたらなかづたん断言しているi °
ニューアーク発行の膨大な居住証明書のコレクシ3 ンは，ひとりの石工，印刷;！:あるしsはブラシ製造：！；（もづとも後者は 

於肚紀初期に町f 遍 l i t 留所をもっていた）をも記録しておらず， 1世紀以上ものあ（、だにわずかにひ.とり.の製赃およ 

び皮?Aa：を記録しているだけである。旅のおもな障寧は，法fltではなぐ町の手:t 柒者め排他性（もりともこれは, 1 8 此 

紀までにはよわまっていたし，拡大の時期にそれを独制することはいかにしても困難であった) であったろう9 し か t ，他 

の労働組合員をさえ纖した，かたく編されたダプリンの辭工業職人は，遍歴職人を送迎した。J (E .J. Hobsbawm, 
Labounng Men, London, 1964, p. 3 8 .鈴木幹久永 .#•義雄訳「イギリス努働史研究j 196碑 ，3頂 )，また,ブイルラ 

ンド人のイングランドへの滩入一般については, Ai Redford, Labour Migration in England 1800-1850, Manchester, 
1926, chap, VJII, I X ,とくに18世紀のアイルラ.ンド人の流入にっいては，pp. 132-7 (1964 e d .)を参照。定住法とアイ 

ルラシト人との関逋については， Reiiort of George Coode, On the Laws of Settlement and Removal of tho Poor, 
1851, DP. 168—186 .に詳しい,

イギリス旧救貧法一 ：「定住法丨一にかんするノ一  ト

Esq. to the Poor Law Board on the Law of Settlement and Removal of the Poor, 1851, The 

House of Commons, No. 675 of 1851, British Parliamentary Papers, Irish University Press Series,

Poor Law 2 1 ,の性格，および以上概観した；「定住法j 挤究史上にぉける位置を一応確定しておこ 

う，この全文352頁からなるクードの「議会報告書」は，‘ 16如 年 の 「定住法j にがんするもっとも 

詳細な資料を提供している。 クード•は， I848每 4 月I5日に救貧法委員会より「レスタ— ， ケムブ 

.リツジ，およひ:ハンティングトンにいき, そこ.で定住法の現実の影響について調査すること」 との 

命をうけ，1851年 2 月20日に救貧法委員会にこの報告書を提出した<pp..(i)— ⑶)。 この報告書では，

I662年法以前の定住関係の諸法律の叙述からはじまり，1662年法の成立経過，その逐条解釈等々が 

記述され，付録のなかには，1册1年から18〇2年にいたる期間のさまざまな著述家の救貧法，とりわ 

时 「定住法j にかんする抜粋が収録されている(pp. 265-352)0 クードの「報告書」：は救貧法委員会ノ 

0 命にもかかわらず，もちるんウ出ツブやマーシャルのような意味での「定住法丄の現実の影響fこ 

ついての分析はなされていない。その意味でゆ，イーデン—ウ土ツブ与マ—シャルという拼* 史p  

系譜に厲するというよりはスミス的な把握め延長線上にあるといづてよいであろう。 だが彳上下両 

•院議事録にもとづく成立経過や,各条項についセの叙述は詳細になされており， 「定住法」 に>pv、

て ， なお不明な点を残し て い る と は い え ，かなりの程度明らかにしてくれる。 ウェッブ自身め著書 

も， 「定 住 法 j にかんする章のなかで , 成 立 経 過 な ど を の べ た 前 半 部 分 は ク ー ド の 「議会報告晝丄 

私 依 拠 （後半部分の定住法の現実の影響については主としてマーシャルに依抛)しているのはそのためであ 

，ろケンこの小論は , 1:定 住 法 ：I が現実に及ぼした影響と結果という観点を一応離れて， 「定住法 j ，そ 

‘のものがな }こを意図して成立したのか , . その後の修正はいかなる意因を，もっていたのか， といった 

痛 明 ら か に す る こ と を 目 的 と し て い る み し た が ぅ て ， その限り iP おいて， グ ー ド の 「議会報告 

書 j は ,依 然 と し て 有 効 な 資 料 で あ る と い え よ う 1 い . .

; . . ' ニ  . . : • > . . . へ . , ン . . . '  v  : . ■ ' \  . . . -

. . . . . .... . .  H  . . . . . .  . . • . . .  '  フ . . ； 广：. . . ： . 入 ，

■ ノノ こ' . . . '  -：ン ■ パ . . ' . . . 「 . ベ ぐ :.
ゎが国では, I 662午の . 「定住法」の制定意図と性格規定ダめぐって，それが地主的利益を体現! >

寸こものとする見解と, 資本的利益‘ 体現した:，ものとする見解が鋭く対立している前者の代表的研 

.究渚は小山！̂男氏であり，後者は山之内靖氏である。まず，この小山, 山之内両氏Q主張を紹介す 

ることからはじめよう。 ; . パ ，

小山氏は, 定住法を地主的利益を実現するものと十るウi ジブの見解蚤容認し> ウ土ッブの見解 

■はすでにニコルスによっても主張され（G. Nichdls, op. cit.，vol.i,  p. 281) ,シユヴァイニツツによ 

っても確認されている（K. Schweinitz, England^ Road to Social Security, From the Statute of Labdurers
. . . . - '  '■ '： ■ ； . V. :—. ' " ..マ . ;  ：■ . ... .... . * .. '

in 1349 to the Beveridge Report of 1942, London, 1943, p. 41)として， 「.1662 年法の主要.自的は，’ ロ ン .

—：~~115 {969) —~ -
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イギリス旧救貧法  「矩住法J一— にかんするノー.ト
I

ドシその他の大都市への貧民の移住と集中の防止であったと考夂てよいであろう。」 とのべ， ク一

ドおi びニゴルスの主張を紹介したのち，「このような統一見解をうけいれるかぎりレ居住地法は，

もっぱら大都市における浮浪者と有能貧民の増加め防止を目的としていたといわさ*るを5えない。 し

が L すべての都市が貧民0 移住制限を行なったわけではないぶ.すでにジョサイア•手ャイルドが凫

抜いていたように，貧民の労働とそが富の源泉なのでるから，新興工業都市で於貧民の居住に寛

大であづた。逆に人過剰と貧困者増太に苦しんだ南部農村では，居住地法哆厳格に行なわれた。

…•.‘居佳地法は時代が下るにつれて，農村教区の自己防衛のための政策という色彩が強ぐなるので 
(19)
ある。」筆者の見解が小山氏にほぼ近いことは，以下の行論が乐すであろう。

このような小山氏の見解にたいして著しい対称をなすのは，山之内氏の見解である。氏は, 1662

年法め立法趣旨をめべた前文の一部に， 「貧民が……共同地あるいば荒蕪地のある教区べ定住しよ；

うと努めるj 傾向があり，この傾向を阻止する必要性が示唆されている個所に注目し，1662年法の

意図は農民層分解の過程で析出されたプロレタリア層が「共同地あるいは荒蕪地」に流入し半自給的

農民に再び逆転する傾向を阻止し, かれらを資本のための労働者へと転化するのを促進する点にあ■

った, と主張する。すなわち，「定住法はけっして賃労働者階層の土地緊縛を本来的使命としたもの*

せばなかった。定住法が阻]！: しようとじた労働力流動は，農民層分解の過程で形成され，土地所有か

ら離脱せしめられた貧民士プロレタリア層が，当時なお囲い込まれぬまま残存していた開放地地帯

，一定住法め表現に従えば『広大な共同地や荒蕪地』一へと流入する傾向，これであった。貧民ニブ

ロレタリア層が『広大な共同地や荒蕪地』に流入してなかば農民化し，賃労働者からふたたび半自糸含

的麇民へと逆転する傾向, この傾向は，没落農民 • 手工業者の賃労働者としての流出傾向,なかんず

く I t案資本によって雇用され名工業労働着としての流出傾向と並び，17世紀ィギリスにおげる人口

流動のニ大潮流を形づくっていた。しかも……共同体的==中世的土地制度の外枠内セ土地と結合し

た半農的プロレタリアートの存在こそは，当時の資本の立場からする労働者の「怠惰」の経済的基盤

であり，また救済さるべき貧民の過剰（傍点は山之内氏による一以下同じ）のただなかで賃労働者の絶

対命不足を現出せしめた蓮礎条件にほかならなかった。だから，まさに資本にとっての労働問題の

解決とい次視点から，一方では中世的：£ 地制度に i ってその半身を制約されていた農民的分割地所

有め分解“ 囲い込み運動の推進）が要請されると同時に, 他方セは广共同地•荒蕪地」への人口流入を 
- .(20) • 

チ尤ッ夕ずる法的措置 ( =定住法の制定）が必須のものとして浮び上ってきたのであった。J つまり，

「土地の共同所有関係をその経済的補完条件:とする農民的分割地所有制度に依存しつつ,土地所有

を喪失したプけレタリア一ト層が再び小農民とL て共同地•荒蕪地に入植しようとする傾向がなお

.注( 1 9 ) 小山路劣rイギ丨ノス救贫法史論ム1962年，135東。 、 .

( 2 0 ) 山之内附「イギリス產樂革命の史的分析」，1%6印, 的5 軍 ％ 業予備琢の形成j, 315真。ただし独立論文として1如2 
年 9 力に鉻表されたもの。 ■

イギリス旧救貧法—— 「定住法j—— にかんするノー ト 

ニ般的に見出ざれる段階にあって，この傾向を阻i i ，共同地，荒 焱 地 i  ‘ i A 的独占をA 由

H  i ふ L 仝焱土蠱  4劣 人 匕を媒 i  ‘
促進すること， これが定住法の歴史的使命であり， 経済的本貧なのであった（傍点は山之内氏にh  

f i 。」とし, 「定住法」を原始蓄積労働政策の展開甚軸をなすもA と理解するのである。そして，「定 

住法」の前女を「立法的歲偽の古典的事例」と評しチこウェ夕ブをはじめ, ク一ドや小山氏o 「共同 

地 • 荒蕪地」への貧民め流入という事実は当時認められなかったとする所説が「無責任な放言であ 

•り，史実の無知にもとづく靡見にほかならない」と断言するめである。 •

だが， 1防2年法の前女から任意に一部分を引用し， 「本法の立法趣旨を朋らかにした前文が自ら 

.説明しているJ としてその立法の性格規定をなすめは余りにも慎重さを欠いているといわざる务炎 

ない。1662年法が, ’ いかなる審議過程を経るなかでそめ前文がいかに構成されてきたのか，またそ 

•の前文の趣旨は定住条件を規定した各条項と内容が一致するか杏が, といった点にづいて，可能な 

丨限り検討することほ，その立法の意図を明らかにするための不可欠な作業であろう。それゆえ，つ 

.ぎに定住法が制定されるにいたづた過程をやや詳しく検討することにしよう。 . .

1662年 め 「定住法J は，ウェッブによれば，つぎのような成立過程を経たといわれている。まず， 

■1661年12月と1662年 1 月に，救貧にかんする4 ら<b讓案が個人議員によづて提案された。すなわち,

•-第 .1 議案 . (A Bill for the Better Relief of the Poor within the Counties of Lancaster, Chester, Derby, 

York arid Westmorland, 1661年12月13日）は，、北部イソグランドの大教区における救貧行政め単位i  

して, 教区のかわりにタウン• シV プを採用するこどを提案したもの。 第 2 議 案 (A Bill for the 

Better Relief and Employment, of the Poor arid the Purtishment of Vagrants and other disorderly persons 

■within the Cities of London and Westminster, and the Liberties thereof, and the Bills of Mortality, 1662年 

■1月 i 7 日）’ は，「ロンドン市救貧組合」 ’(Corporation of the Poor for the City of London) の設立を耍 

:求する 'もので，七ギリス共和国時代に通過した他の法案と同様に，すでに無価値になっていた1647! 

年法および1649年法を承認ないし再制定するもの（以後この議案を「ロンドン議案j とよぶ一松村)。第 

’3 議 案 (A Bill for the Regulating, Employing and Providing for the Poor, 1662年 ]；月.14 日）は，一般 

的な’救貧改革にかんするもの。ただし，貧民移動め条項はない。第 4 議案 （A Bill for the constitutiftg 

Ĉorporation in the Cities, Boroughs and Market Towns in the Kingdom of England and Dominion of Wales, 

for the better relief and employment of the Poor, and for the preventing of the poor by the settling of them, 

and for the better execution of the laws against rogues and vagabonds, 1.662年 1月16.日）は，、.マツシ.ユウ‘ 

ヘイルの提案を_ 現すべく， ロンドン市の救貧組合をモデル匕して,イングランドとウヱイルズの

注(2 1 )丨II之内靖「初期産架資本の资働政策'一 - イギリス救貧法史の研究動向によせて二•一J，**日本労働協会雑誌J 1963年4 
月号，52頁ぃ レ

(2 2 )同上, 53頁。
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すべての都市に，地方的救貧組合を設立す.ることを提案するもので，すべての努働可能者の履用を 

保証し，浮浪者にたいする罰則を実施する効果的な条項と，貧民Q矩住を防止する条項を含むもの 

(以後，この議案を「地方議案」とよぶ—— 松村)，であった。そして,都市の議員が主導権幸握る委員会に 

おいて, 4 つの議案はひとつの議案に結合され，；: うして比62午法の广虚偽の前文」は，第 3 議案 

七第四議案O前文の結合から，また，移動, 証明書，提訴にかんする重要な条请は第3 議案から作 

成された。ま た ,第 1 議案の太教区の townshipへの分割条項は, 1印2年法に採用されたが,人道 

主-義的性格を有した第2 議案は無視されたa 1 力月以内にこの結合された議案は不注意かつ混乱し 

た言葉で上院に回付され，そこで移動に関係な.いわずかな部分が修主されて両院協議会に回付され，
' ： : (23) ' !

1邱2年 5 月に最終的に成立した，というのである6 ■ . •

以上の1662年法成立過程にか/vするゥェップの叙述は，誤解をあたえやすい成と不充分な点を食 

' んでいる。G .クードの 1•讓会報告書」‘（1奶1年）により不充分な点を補足すれば， 正確な法案成立 

過程の• 情はこうであるc . , . . . . .

されたが，会期期限（1662年 5 月19日）が迫ったため，議案を通過させるベく通常の方法によらずに拿
. ( 25)

遽可決され，ここに16G2年法が院内外の注目をほとんど集めるv となく，静かに成立したのである。

このような1662年法の成立過程で，問題とされる62年法の前文がいかに作成されたかを検討する 

ために, まず，62年法の前女を示そう。: 前文の.前半部分はr貧民の窮乏，数，および不断の増加はロン 

ドソおよびウェストミンスターの市内のみな互ず,.インクこランド苯 国 とウ尤ィルX の属領の全域で，
• •... - パ，...-... ■ ..... -

つぎのような諸理由からきわめて大きくト極度の負担となっている。その理由とは，第 1 に貧民の 

定住にかんする法律になんらかの欠陥があるということ，第 2 に貧民が合法的に定住しているほと 

んどの教区や 場所において，救済および雇用の適切な規定が欠如b ているために,多くの矯正不能 

©無頼漢にL , また他の者を窮乏のため破滅させてV、るこ•と，第 3 に無頼漢と浮浪者の逮捕ならぴ 

に貧民の福祉のためぬ従来から制定されてV、る法停f 法令の忠実な婢行が無視されているC とであ 

るj となっており， 後半部分ぬ•■法律の欠陥によって貧民はある教 罔 から他の教 区 へ いぐことを 

制止されていない。そしてそれゆえ，かれらは小屋を建てるのに最良の原料，最大9 共有地あるい

4 つの議案の結合が，「ロンドン議案j を付託今れていた委員会によって開始されたのは , 1662

年 1 月l 8 f l，つまり，「ロンドン議案」が提案されチこ翌日であり，「地方議案」の第2 読会において，

こ の 「地方議案j を 「户ンドン議案」 の委員会に付託することが決議された。 この時以降，「ロン

ドン議案」と 「地方議案」が同一の委員会で審議されることとなったのである。この.「つぎはぎ細

エ」. (patchwork).の結果は，.同年 2 月15 日 （第 3読会）に，_ A bill for constituting corporations in

the cities, of London and Westminster, and in the several cities and counties within the kingdom

of England and dominion of Wales, and town of Barwick-upon-Tweede, for the better relief and
«

employment of the poor, and for the preventing of poor by the settling of them, and for the 

better execution of the lawe みgainst rogues and vagabonds.となって出現したが，後述するよう 

に, じつはこの時，「ロンドン讓案」の前[文 と 「地方議案」 の前文が綺合され， じつに，奇妙な比62

年法の前文が作成されたのである。そしてこの結合された議案はロ 'ノドン選出議員によって2 月17
‘ ' ' ' - •

日までに条項の修正がおこなわれ， 2 月18日に上院に回付され， 2 月2’0日 （第2調会）に29人から 

なるg 員会へ付耗され，さらに， 4 月20日の報告後になされた救貧組合などにかんする若干の修正， 

ならびに4 月28日 （第 3読会）になされた定住• 移動条項以外の若干の修正を経て両院協議会に回#

注(23) S.& B. Webb, op. cit.. part1，pp. 325-6.ウェッブによる1662年法の通過過锃にかんする叙述は，その脚注から描 

察して, G.クードの「_ 会報_ わ•(18514}!)に全而的に依拠していると思われる。なお，ウェクブ(こ依拠して1如妳法 

の通過過禅を叙述Lた小山氏は，法律の最終的成立ロを1662年3乃と誤記している（小山「前掲虜ム136頁)。
( 2 4 ) ウ土ッヅの叙述の靜丨解’をあたえやずい点はここにある。ウェッブによると，すでに本文中に示したように，1662印法 

の前文が第三議案と第四議案の前文を結合して作成されたとfliかれているために，それまでの叙述からー般的救贫改眾に

は荒蕪地があり.，燃したり切ったりするための森林のある教区に定住,しようと努める。そしてかれ

らはそれを消費すると他の教区へいき，ついに無頼漢や浮浪者となり原料を供給する教区をおおい
(26) ‘

に落胆させる6 新来者によって消耗されやすいからである」が，それにつづいている。

1662年法の前文が「ロンドン議案j と 「地方議案」, の前文を結合した% のであることは前述した

ところだが，上に掲げ/■こ前文の前半•部分は「ロンド、イ議案」，の前文を修企したもの，後 半 部 % は

「地方議案j の前女妥6 ままのもので、ある。前半部分と後半部分が異質な，奇妙な前文を1册2年痒

がもっているのはそのためである。そして , 「ロンド' /議案」の前文は，1647年法およびそれを修正
(28) -

した1649年法を，. 修正したものであった。

では，「口，ンドン議案丄の前文は，いかなる点が修正されて166 2年法の前文等半部分とな；pたの

注(2分法案の成立過程については; Report of G. CV如，X851, p p .16-取把よる。揭 2年法の成立 V々 当時いかなる階®  

の関心事にもならなかつたことけ注目すべき，であろう. クードは， こう書いている。「この法餅上の木変本は，院内と同 

様に院外でもほとんど注意をひかなかった。1とV、うめは，新聞は注意を払わなかo たし，それにかんするンゾラレットも 

書かれなかったし, 両院へのこの問題にかんする.請願もなかっ* し, 両院_ 員は，.議案を提出した人をのぞV、て,その問 

題にかんする提案に注意を払わなかcTたし，また政府議員や公的にその法案と関係ある両院議員のだれも，この議辦fc参 

加しなかo た。J (G. Coode, ibid., pp. 19-22)； ‘

(26) 16624p法前文は. . G. Nicholla, op. cit；, pp. 279-280、および Report of G. Goode, 1851, appendix, pp. 248-256. に 

よる。た/ i し，E. Burn, The History of, tho Poor Laws, 1764 .は前文として後半部分しか敬せていなl/、し，ニコルス

のも一部分欠けていて，不完全でちる。 ン ノ ：

(27) Report of G. Coode, 1851, pp. 263-4.
(28) -1647年法とは， An Ordnance for the Relief and Employment of the Poore, and the Punishment of Vagrants 

and other disorderly Persona をさし，1649年法とは，An, Act for the ： Relief and Employment of th? Pwre and 
Punishment of Vagrants and other disorderly Persons within the City of London and Liberties thereof. をさすが 

とも丨'こ 「ロンドン市救貧組合」の設立法案である》後渚©前.文 .「舞民の窮乏，数，扣よび不断り増加は，口ダドンm内は

かんする1662平 ;I月14日の議案と, 1月16日の「P .ンにン_ 紫」を姑合じたものが62年•法の前文であるかのごとき誤解を 

あたえやすい4 これはウ*ップが依撾したクードの「報街g | j が，4 つの提出_ 案に付した本文中の赉号（丨U 7 ) を付缺 

では提出F1の順坪にふりかえた（P. 2 6 4 )のを，ウェッブが他釈を付すことなしにリ卯したためであろうン

■— -118 (972) -~~-

おいて贫民の救済知よび痛用にかんする適切な規矩が欠如していること, なに以前から制定されてv、た法俅と法令の 

適切な施行を無铒していることによって，きわめて大きい」 (Report of G. Coode, p. 2 3 6 )が，哗 2年 1月圯白の「尸ン 

ドン謙案」 の前文の站殚になっているこ左は明由である。: クードは，1649年法が， 「1647句!法の修正であ卜‘チヤ一ル

— 119(073) —
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であろうか。またその過程釦推進した主体はなんセあり，またなぜその修正がおこなわれたのであ 

ろうか。# 述したどとく，「地方議案」が 「ロシドン議案J を審議する_ 員会に付託することが決 

議されたのは，1662年 1 月I8 日でちり， 2 月I5 日には結合された法案があらわれたのだが，冬の間 

め諸議案め結合過齒で， 「ロンド'ン法案」 め前文が「結合整理奢」 （cohsOliddtbr) によって修正され 

ナこ(付加された）邰分は, ナでに本稿で1662年法の前文を示したときjこ一一で示，しヤおいた部分である。 

つまり，提出時には r ロンドゾ市救貧組合」設立を目的とする議案セあったドン法案」の前 

女に，統合過程で，貧民の窮乏，数，および不断め増加という現象が,-ソドンやウェストミンス

タ.ニだけでを < , ①インク*ラシドとゥェイルズの全域に わ̂だっていること，②その迪由は貧民の定
.

住にかんする法律に欠陥がある'ことによる等.という文が付加されたのである。①が付加されたのは， 

「ロシドン議案J を全国的な法律にするためと考えられるが，②の貧民の定住〖こかんする法律制定 

め必要性を記した部分を付加したのはなぜだろうか。その理由は; 「結合整理者J 'が，「ロンドン議

索」を審議する委員会の萎員であり， ロンドン選出議員セあったことのなかにある。クードはこう
■ . . .  . . . . .  , .

指摘している。 「かくして卞院におけるすべてめ問題はロンドン遴出議員の手中に落ちた土うに思
' . . . . ■  . 

われ )̂。かれらは自分自身では定住法を提案しながったにもかかわらず，その提案が，かれらの選

挙区民の意向にまさに沿うものであることに気づいたにちがいない。かれらは， しばしば，ごく最.

近％: 侵入者をむちうちして逋過させる規萣が尨る旨公示したが，きわめてへんぴな教区の監督官

と同じように，労働不能者に救済を施し労働可能.貧民に仕事をf e供するという任務を放棄していた

ので忘る)。」つまり， ロンドン選出議員は， みずからの選挙民の意向に沿うたあに， ロンドンなど

への貧民集中を排除するために，定住規定の必要性を把握し, 「ロンドン議案」•の前文にそれを付

加し，そして，その定住条項そのものは「地方法案_( .の定住条項を，「ロンドン法案」丨こ結合させた

のである。それゆえ, 提出時に有していた， 「ロソドン救貧組合」 設立0 ための前文という「ロン

ドン議案」の前文の性格は，結合過程で変質され，また，定住条項を規定するためという「地方議

案」のM 文が有していた悻格も, 結合過程で、# 骸化し，それはロンドン選出議員にとって宠住条項

が必要なかぎりでめみ，I662年法の前文の後半部分に組みこまれたにすぎないということが明白と

なる だ ろ う 。 クードはこの点をつぎのようにのベている。 「つ ぎ の 説 明 部 全 体 （1662年法前文の後半部

分一引用者）が, 第 3 号地方法索からとってこられ， 16成卑 1 月16日に第1 読会があり， ロソドン

選出議員の委員会によって，定住条項の適切かつ特別の前文として,無器用であるが巧妙に揷入さ

れたが，そのことはかれら自身の法案（「ロンドン法案」一一引用者）に定住条項を挿入するというかれ

'もの目的忆非常に役立ったので本る， ということはかなり明自である。j 以上のごとは，，修正され

ズ2 世治也第比年法 （I6敁年法—— 弓丨用渚） のロンドンにかんす名部分の原型をなしてI 、ることは明らかであるj 
(G. Coode, ibid,, p. 236〉とのべセいる。

注(29) Report of G. Coode, 1851, pp. 263-4.

イギリス旧救貧痒—— 「定住法j—— にかんするノー ト .

た口ンドン法案の前文，すなわち1662年法の前文の前半部分こそが「定住法j の意図したどとろで 

あり，そめ後半部分ば「定住法」制定当初から形骸化されてお々，比62年法の本来の意図を示して 

はいない，ということを含意している。

以上の1662年法の成立過程め考察から丨ゥェッブにより「.立法的虚偽の古典的事例j と称された 

1■定住法」の前文が，きわめて異質な2 つめ部分から成っている'ことの理由が明白になったし,さら 

に1662年法の成立意図が，そめ実際の作用は別どしで, 法律成立時にはどこにあったかを示している。 

そして，山之内氏の「本法（62年法）の立法趣旨を明らがにした前文が自ら説明しているf とく，本法 

は農民層分解の結果として析出されてきたプロレタリァ階層が『広大な共同地や荒蕪地のある教眩
. (33)

に定着』するという事態を防止せんがために作成多れたもので务った丄とU 「定住法」を々分江フ 

ァクチュァ資本め労働力確保政策とする見解は，62年法前文後半の立法趣旨にもとづいているので 

あるが，以上の法案成立経過の考察から，この見解が根拠薄弱であることも自ら明らかであろう。を

m

つぎに，「定住法」の各条項について考察しようV 1662年 の 「定住法」 は全文25項から成ってお

り，なかでも第1 項の定住規定，第 2 項の決定不服者の治安判事への上訴規定, 第 3 項の証明書に

かんする規定が重要である。第 1 項はつぎのように定住条件を規定している。 ‘

「いかなる教区の教区委員または貧民監督官によってなされたいかなる治安判事への告訴によっ

ても，. 4 0日以内に，年10ポゾドめ価値以下め借地に,前述のごどく定住するためにやってぐるいかな
. . .  . . • .  

る人または人びとにたいして/その教区の負担になりそうな人または人びとが居住するためにやつ

(30) Ibid., p . 17.

120(974)

注 (31) Ibid., p. 252. ‘

( 3 2 ) ウヱップは，1662年 の 「矩住と移動にb ん す 律 j の前文は，立法的虚偽の,すなわち議会の法律の前文が歴史的 

証拠として無価値であることの古典的事例であるとして, その前文の後半部分を否定する。 その理由は， 1.有能貧民が

「最皮の原料のある教区」 辟って释動した形跡はないこ:と，2. 同様に共有地;荒蘇地へ大量に移動する傾向もなかった 

こと, 3•木材を龢したり切ったりするた务に森林地帯に移動することもなかったこと， にあるとし. 「反対に， すべての 

利用可能な証拠は, 移動が, 人口稀海な地帯がら，つまり広く農村教区がb , 人ロ密度の大きし、，ほとんどまったく統制 

• されていないロンドンとウ土ストミンスター崩边ヘ向けて進行しており，そとには.すでに20方人の人びとが集まってい 

ナこようである 」. と 指 摘 し て い る Webb, 6p. cit., parい1. 她 324ニ5) へ： ' . 厂

( 3 3 ) 山之内靖前掲「初期産業資本の労働政策一 一 イギリス救貧法史の研究動向によせて一J, 52頁。

( 3 4 ) 166おp法 （14 Charles II, ca p .1 2 ) は, その他，第4—14項までは口シドン，ウェストミンスタ一組合にかんする規 

定 （「口ンドン議案}  © 条項より採用したもめ) , 第15項はコンスタブルの任用規定（丨•地方議案」から) , 第16ニ18項は浮 

浪禁止法にかんする規定（r地方議案:！から) , 第19 一2.2項は北部諸州における大教区のタウン.シップ人の分割にかんす 

る规岽（「1661年12為13技め議案j から) , 第23項は四孝会同で判辦により無_ 漠，浮浪者》乞食を送還する規定(r地方 

_ 案』から)，第24填は， ウx ストミンスダーの司祭と参第会の特権にかんする規定（「口ンドシ議案J から)，第25項は 

1665年 5 月29日まで3 年間法料tを延期する規定，という構成からなっている。 4 つめ提出議案のうち無祝された1 つの議 

案を除いて, 3雛案からの各条頊が混在しt いるが，とりわけ1E袈な如項から第3項までは「地方議案j の条項から採州 

されている。通常，ゾ定住法j の第4 項以下は遺袈ではないとして検討め対象外とされている（例えばNieholk. op. cit., 
v o l . 1 , p< 2 8 7 ) .なお，R. Burn，op. c i t . ,はそれらの条文を袈約して载せている（PP. 9 6 -9 8 ),

— 121(975) - —-
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'て く る地区のぃかな.る 2 人の治安判事（Justice of the Peace)——そのうち：1 人は:ク’ォ一:ラム- —は， 

かれまたはかれらが当該教区の責任遂行にとづて当該判事が認めるだけの十分な担保を提供するの 

でなければ，かれまたはかれらがその直前まで土着民, 戸主，寄留者, 徒弟，または使用人としてす 

くなぐとも40日間合法的に定住してぃた教区，かれまたはかれらを移動あるぃは送還することを命 

ずるのは適法である。j この第1項は I662年法の核心をなす条項であるので;，原文を付記しておこ 

.う。 '「I... It shall and may be lawful] UDon complaint made by the Chutchward^ns or Gvergeets of 

the Poore of any Parish to any Justice of Peace within Forty dayes 9-ftei* any such P î^on or 

Persons coming so to settle as aforesaid in any Tenement under the yearly  value of Ten pounds 

for any two Justices of the Peace whereof oiie to be of the Quoriini of the Division where any 

person or persons that are likely to be chargeable to the Parish shall come to inhabitt by their 

warrant to remove and convey such person or pereons to such Parish where he or they were last 

legally setled either as a native Householder Sojourner Apprentice or Servant for the space of 

forty dayes at the least unless he or they give sufficient security for the discharge of the said
. (35)

Parish to bee allowed by the said Justices, j さらに，第 3 項 は 「この法_ にもかかわらず，収獲時 

. に労働するために，あるぃは，ある時になんらかの他の仕事をするために，ぃかなる州，教区ある 

ぃは場所にぃく人または人びとは，その年度の教区長，' 教区委員の1 名，および貧民監督官の1名 

による， かれまたはかれらが居住しており妻と子供たちを， あるぃはそのうちなん人かをそこに 

(あるぃはその人の条件が必要とするようなその他の方法で)残してぃく住居あるぃは場所をかれまたは 

かれらがもづており，そこの居住者であると宣言された証明書を携帯しなければならなぃ。そして，

その人または人びとが, かれまたは.かれらの仕事が終了した時に前述の場所にもどらないようなば
}

注( 3 5 ) 14 Charles II. cap.1 2 ,1662. § 1 , S. R., V. p. 401, P. Styles, op. cit., pp. 3 3 -3 4 .による，なお. R. Burn, op.
• cit., p. 95.にも同文の条項が収録されてぃる。G. NichollM太アレンジしセぃるので第1 項と第2項の区別がっき^：くぐ 

■そのうえ正確ではなぃ。W ebbは条文そのものは載せてぃなぃ9 小山氏は, 'for any two juaticea of the peace ..…’以 

下は惡約して，「2人の治安判事はそれ以前に合法的に居住してぃた場所に送還を命じうる」としてぃるだけなので(131 
頁)， rその教区にとって救贫羚担になりそうな劣-は退去させることができる々「十办なる担保を提供するものは居住権を 

うることができる」.とぃう1662年法の灌驳な.規定を見落してv、るレ。 r"any person likely to become chargeable”と-ぃう實 

集は，痛入的方法で導入されているけれども，その条項のなかで璜も効力のある霄葉であって,残留者には威庄的効果を 

およぼしたのである(Report of G. Cocde, 1851. p. 259)j。 .っまり，新 い 、教区へ移っていった貧民は,教区の救 

贫负担になるとみなされるだけで退去させることが適法とされたの'^ある^ こO第 1 項は, 注意深くみると，新しぃ教区が 

新来者を退去させる条件を文章がすすむにっれて祐大してぃるこ_とが.わかる,。すなわち，"such persons coming so to settle
• , as aforesaid"(っまり，前文後半の「小展をたてるのに最择0 原料, 最大の并有地あるぃは荒琿地があり，燃したり切っ

たりするための森林のあ )̂教区に足住しよ5 と努める_|'よ_う.な人） から， "in any tenement under the yearly value 
o f 10 pounds”へ，さ.らに■ “likely to be chargeable to tho:parish.’’，へ t 迫去させる条冲を拡大してぃるのであ:り，，それに伴 

ぃ，前文後半部分がのべてぃる本法の制宠理山から，条羽の内教は-雨離してぃってぃるという構成になってぃる（Report 
of G. Coode, p. 259)。これは前述したよ5 な法案の成立経過のな句で前文後半部分が形賅化レたことの現われで、もある。 

ともあれ，1662年法の第1 明を小丨丨.丨氏のよう..に敗約してし.ま う "becomo chargeable, pr bo forced to ask relief in 
Uig parish” t M / i lして，証明得所持客はC 4 さぃに救贫负相•になったと者に退去させられ;るとL f c証明掛制度 (1697 
印法一一&的 Wi]】iam HI. cap. _ と扉2年.法との蔑兴を不明確にしてしまケ。 ; t
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あい，あるいはかれまたはかれらがその仕事中に病気あるいは労働不能になったばあい，そのよう 

なばあいには，定住権はあたえられず， 2 名の治安判事が，その人または人びとを，この法が規定 

する刑罰をもって,前述したかれまたはかれらの居住紐へ送還するのら適法でると規矩してい 

る。つまり，1662年法は，，他の教区に移動したばあい，①4 0日間居住すれば定住権を獲得すること，

②10ポンド以上の借地（または借家) を借りるものは定住権を獲得するとと，③ぞめ教区にとって救 

貧負担となりそうな者は退去させうること, ④十分なる担保をもつものは定住権を獲得すること，

⑤証明書をもつものは収穫労働などの仕事が終了するまでは居住セきるが，定住権を獲得するこど 

はできず，仕事の終了時には, 病気その他いかなる理由であろうともv もとの教区へ帰還するが送 

還されること，の 5 点を規定しているめである。このうち①から④までは第1 項で，⑤は橥3 項で 

規定ざれている。（その他第2項は，決定に木服なものは，、その州の治安判事にっぎの四季裁判で訴えるこど 

ができると，規定されているJ  

このような1662年法が制定されためは，主政復古前後に労働可能貧民の窮乏が増大したからであ 

る。というのは，. 軍隊の突然かつ完全な解体は5 万名の人を労働市場に放出したし，革命による国 

内市場の混乱と30年戦争によるヨーロダパ大陸の政情不安めため外国貿易が不振であったし，加え 

て1661—62年両年の凶作によって穀物価格が騰貴して，小麦価格が1654年の 3 倍近くにもなってい

(38) —

たからである。そして，1601年のエリザベス救貧法⑷ Elizabeth cap. 2)は貧民移動の規定を含ん

でいないので，1601年から1662年までは，法制上は，貧民の移住はおこなわれないはずであったが，

前述したよう片，「地方の記録は，1662年以前における移動の多数の例を示している。」S ty le sの最

近の研究は,ウォーリッグシアーの尨大なカウンティ記録を分析した結果, 17世紀前半に移住数は’.

増如し, 1 防0年代にはI625—39年の約3 倍，1660—62年には約4 倍になづたことを明らかにし,それ

が市民戦争の影響と空位時代の滬乱によるものであると推測している9 さらに， がれは，「救食負

担になりそうである」 i の理由か6 もとの場所へ送還する命令は，最初16奶年代に発せられ,空位

時代に急速に一般化したこと，1651年以降裁判所は移住者担保を提供するよう命じ , それが不可 .•

能なときゆ，最近まで住んでいた定住地へ送還したこと, そしてかような貧民にたいする政策は1ナ

世紀中期までに四季裁判により.是認されたことを明らかにしている。前述したよ.うに,当時のイン

グランドめ法律制定の特徴が, . 各;I也方や教区で現実に進行している行政を集約し，全国的なもの匕

注( 3 6 ) 14 Charles II. cap.12, §3,1662； S.R., V .p .401.P. Styles, op. cit., pp. 33-34.による。ニ ゴルスは, この飨3項 

を一部分しか，しかも不完全なかたちでしか収録していない(G. Nicholls, op‘ cit., v<)l‘ l，Vp/2^
( 3 7 )因みに，P. Stylesの前掲論文は，1662年法の特徴をつぎの5点にあるとしている。すなわち1 . Th6ノForty Days 

.Continuance' 2. The £10 settlement. 3. The Power of Justices to remove persons 'likely td be chargeable to the 
parish*. "4. The giving of security. 5. Settlement certSflcfltes. (Styles, op. cit., p. 45) *

(38) S. & B. Webb, op. cit., part 1 , p. 323. ， へ，

’ (39) D, Marshall, 'The Old Poor Law, 1662-1795/ Edxnomio History. Review, vol. VIII, 1937^1938, p.39j 
-(40) I5. Styles, op. cit., pp. 44-5. _ パ '
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Ibid” p . 11.
Ibid” p . 11.
S. & B. Webb, op- cit” part 1 , p. 318. ■ —
P* Styles, op. cit., p. 46.
Michael Dalton,. The Countrey Justice,(1682 ed.)( P< 158. cited in R Styles, op, cit<# p. 47,

•~ -125 (979) ：—  ■; ‘

「定住法j は1662年の制矩以降, 1795年に甚本的に改訂されるまでは, . 1682年か^)1723年にかけ'
. _ * ■

注( 4 1 ) E. Lipsoh, The Economic History of England, vol. iii, London, 1948, pp. 459-492,
(42) B, M. Hainpson, The Treatment, of Poverty in Cambridgeshire； 1934, p. 124.
(43) Ibid., p. 125.
(44) R Styles/op. cit,, p. 48< ,
(45) G. Nicholls, op. cit” pp- 281-2,
(46) Report of G. Coode, 1851, p. 258.
(47) Ibid” p. 258/
<48) Ibid., p. 23.
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体系化するごとにあったなかで，1662年の「定住法」の制定もまた, このような62年以前の現実に実 

施されていた政策を基礎として, これを全国的適用にまで拡大したものに他ならなかぅた。そして， 

1601年に完成したュリザべス救贫法が，自らの教区内の貧民をその教区の責任において救済するこ 

とを基本原理とするかぎり，他の教区への移住者が次第に増加してくるなかでは, 新し.い来住者を
(42)

退去させる「定住法」が^固定されたのは，そ の 「必然的発展J の結果で. り，こうして「16邸年の 

『定住法』. は 1 世紀半以上のあいだ救貧法がその周囲を回転するはずみ車（fly wh?el)と な っ の  

である。従来のヱリザベス救貧法は1640年のイギリス市民革命の開始咚より枢密院を中心とする中 

央集権的行政機構が崩壊したなかでは， もはや有効に施行されなかったけれども，その後王政復古 

直後に制定された1部’2年法が，前述した上5 にすでに形骸化したとはいえ, :なおエリf ベス的色彩 

を帯びた前文後半部分をもってい.るのはこのような理由ゆよるのである。後述するように，他教区 

の労働力をマニュ ファクチュァが必要としているというョリ現実的な認識は，その法律の意図は別 

として，法律上の前文としては，1697年法の証明書制度の制定まではあらわれない。

ところで，年10ポンドの借地保有という定住権獲得条件は，1662年法にはじめて現われたという
(44)

意味で，本法の：「唯一の真の革新」であるが,このような高い水準が貧民か否かを区別する基準と 

して設定されたのはこの法案が都市の議員の主導のもとに制定されたことの反映である6 というの 

は,，定住権を獲得するための10ポンドという高い額は，農村教区では考えられなかA たからである。 

クードは，1662年当時，10ポンドという額は「中部諸州の通常の労働者の賃金を5 分の 1 ないし4

分の 1 越えており，.力
(46)

ラ' / ドQ 労働者の賃金の2 倍以上であり，1コーンウォル地方め労働者

の賃金の4 倍以上である」と指摘し，さらに「最良地帯の良地14ないし15モーカーの平均地代以上 

であることは確実である，」とのべているp ; かような額を支払うこ、とのできるものは全人ロの極く 

一部にすぎな力〉っなであろう。クードの.推計に i ；れば， 地代と所得の育IJ合を 1 : 7 と仮定し, 1688 

年のG . ヤングの推計から所得70ボンド以下のものは510万 1 千名であるとし，その数値か!^I662年 

や推計を求めると4叫万名になるので，総人口（羊政復古時代のG.キングによる推計) 4, 885, 699名の9 

割が， もし他の教区fこいけば, 「教 轉 貧 負 担 に な り そ う な 」貧民とみなされたことになる9 か 

つ て 「年10ボンド舺値の借地を借用しうる比較的少数如欠だけを除いて,すべてのイングランド人 

の移動と居住の自由選択権を破滅させたごの法律（1662年法- -引用者）は，意見や疑問すらだされる

.イ.ギリス旧救貧.法—— 「定住法」一 に々 、んする,ピト 、

ことなく通過した」とク.マドが非難したように，10ボンド条項は大多数の人の定住権獲得を不可能 

にした規定であった。 したがって，貧民の唐住権獲得は，主として40日間居住という条件がみたせ 

るか否かにかかっていぢのである。 .

新しい教区で40 日間の居住により定住権が獲得されるという規定は， 1 6世紀の浮浪禁止法 

(Vagrancy Law s).に起源をもってい.る。. ク广..ド1本，1547年 法 ..(l'.5dwatd . VI. cap. 3).:. fこ労働不能貧
(49)

段すなわち乞食の移住にかんする最初の条項があるという。かれ は 「官吏は労働不能貧民を馬やニ

輸馬車や四輪馬車あるいはその他の方法で隣りの:？ンスタブルに送還し，施しをうけるべくかれら
(50)

の出生地あるいは3 年間居住した所に着くまでコンスタズルからコンスタブルへと送還された丄•と 

のべて，1547年法に労働不能貧民の強制送還規定の起点を求めているのであるが,クードに依抛す 

るゥェッブも同様の見解をとづている。ヴ：c ッブは, : さらに1M7年法の強制送還条項は, 1562- 63  

年法，(5 Elizabeth, cap. 3 ) およ,び]^72—73年 法 （14 Elizabeth. :cap.v5) とによって確宏的なもめにな
(51) '

ったと指摘している。 だが， ク一ドおよびゥェッブの指摘は正確ではない。 というのは,すでに 

1504年 法 （19 Henry VII. cap.1 2 )に浮浪者，乞食ば出生地あるいは3 年間居住していた場所への移
(52)

動を命ぜられるとされているからであるo そして，ク一ドが重視する1547年法は送還される場所が

出生地であることを規定してはいるが， 3 年間居住していたという条件ば規定していない。 3 年間

居住という条件が復活するのは1572年法 (14 Elizabeth, cap. 5)によってであり，1597年法 (39 Elizabeth,

cap. 4 ) によって，その期間は1 年間に短縮されたのである。 1601年法が定住規定についてなんら

規定していないことは前述したところだが，その後，口世紀前半に労働力移動が増加してぐると，

地方的に定住条項を事実上実施するところが現われてきた。例えば, 1633年 に は 「土着民，戸主，

寄留者，徒弟あ.るいは召使いとしてすくなくとも1 力月定住するものは誰でも,かれまたはかめ女
(53)

を移動させようとする告訴がなされなければ, 定住しつづけられるJ .とされたのである。こうした！ 

歴史的過程を前提として制定された1662年法によって，4 0日間居住が定住権獲得の条件とされたの， 

であるが, その居住条件は, つぎに考察するように「定住法」制定後次第に厳格に規制されるよう： 

になっていったのである。
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て僅かな修正があった以外は本質的に変化するととなく存続したといわれている。ことで'は，i 685 

年め修正から考察することにしようd

I685年 法 ( 1 James II. cap .1 7 )は，定住権獲得条件である40 日間め倉住が,いかなる人でも自分 

の住所と家族数を教区委員またぼ監督官に書_ て、提出したときから起算されるとした。との規定け 

ク一ドによれば，rこの条項が真^:意図するところは，労 働 者 （lkbouriftg man) の移動を完全に阻止す 

る点にあるンというのは，必要書商を提出することは，そのひとを送遼する導火線になづたからで 

ある。j さらに1的1年 法 （3 Williamぶ Mary. cap .1 1 )では, 奶日0 居住は，畲商扁出が日嚷日の礼拝 

め直後に公示されたときから起算すると改正され，公示を；t った教区委員や藍督官は40シリング0  

罰金を払うと規定きれた* ここセ問題となるめは，1691年法が,書商届出および公示による40日.  

め居住によらなくとも，'9 ぎの4 つのばあいには足住権をえると規定した点である。そ め 4 条件と 

は，新教区においで，①教区官吏として1 年間職務についたは*•あい, ②教区税を支払ったは4あい, 

③子供のいない独身者が合法的に1 年間雇われたばあい, ④徒弟奉行をしているばあい，セ、ある。

■そして，この4 条件は，救貧法史上では相対的には定住条件を綾和したもめセはあったが，それと 

て，比91年法が届出•公示制度のために新しい定住権を獲得することが不可能になってしまったこ 

とを偽装するために設定されたという徙格をもっていたことは西定できないだろう。さらに，この 

4 条件そのものも，けっして労働ガの流通制限をさほど緩和するi のではなかったのである。とい 

ろ© は, ①および②の方法によって新来者に教区税を課したり,新来者耷敎区吏員に選出すること 

はありえナよかったので, 貧民の宠住め条件にはならなかったし，③の方法によっても，既婚者は1 

年間雇用されても定住権を獲得できないと規定きれていたし，童た④の方法k よづて徒弟修業をす 

るもめはほとんど独身者だったので，③と④の方法によっても，萎子が救貧負担対象者となる危険 

挫をもつ既婚者の定住権獲得は不可能だったからであ(1)。

づづく16的 年 の 「貧民救済法の若干め欠陥を補充するためわ法律J (An Act for supplying some 

Defects in the Laws for the Relief for the Poor—8 & 9 William III. cap. 30) は証明書制度を確立し 

た法律であり，定住法の重要な修正をおこなったものであった。その前文はづぎのごときものであ 

る。

注(54) S. &  B. Webb, op, cit., part 1 , p. 330.
(55) Report of G. Coode, 1851, p. 5 9 1 .な 私 R .パーンの「屈出冬だすということは, たちのきを命じる権限を教区に 

，あたえることにほかならない」(E. Burn, Justice of the Peace, 1764, vol. i i ,  p, 253. cited in A. Smith, op, cit., p ,137.
前掲訳，3 6 m ) どの指摘に往怠きれたい。a . スミス自身は，1咖年法が *■ある嵇の詐欺」，（すなわち教土史员が贫斑を 

賀収して他の教区へゆかせて40H肋潜在させ, 足住権を獲得させること）を防止するのが1685年法制定の现山であったと 

しているが, キャナンが指摘するように，スミスがなにを典拠にしてこう土張したかは不叨である。

(56) A. Smith, op. cit” p p ,136-77.前揭訳，3紐頁。 ：

なお；1662年の宠住法制定以降，その改変過程には2 つの方向が見いだされるとする山之内氏め見解について一言触れ 

ておがねばならない。氏は「一つの方向は定住權取得の条件をょりいっそう厳格にし,これによって穷働カ流励の制限を

• 強化す.るという内容を備えていた• これに対し, 他の力向、は収換労働乳独汾で他旗な労働者V 常屈い労働者，ェ彩_

126(930)
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「たんなる仕事の欠如によって住んでいる教区，タウン'ンップあるいは場所の負担になっている 

多数の貧民は，十分な職がある他の場所では，いかなる教区，タ ウンシッブ，ある•いは場所にも負担 

をかけずf c , かれら_ 身や家族の生活を雒持するであろう6 しかし,かれらは他の場所に定住する 

ためにや っセくるめに要求されがら必要とされる担保を提供するととができないめで, また，か上 

うなばあいヒ逋常あたえられる証明書はしばしば肉筆による書面と解釈されてきたので，マニュフ 

ブ夕手ュアの増加が勞力を白 リ多ぐ雇用ずるであろう多数の他め場所において，かれらめ労働が齒 

まれてV、るにもかかわらず, かれらは大体がれら自身<p教区，タウ'ノシップあるいは場所に住むよう
(57)

制限され，他所に居住することは許されていなV、.。」この前文には，1662年法前文後半にみられたュ 

Vザベス的色彩は消滅し，ャニュフアグチュアの増加が教区間の労働力移動を要請しヤいるという 

「現実の状雄のヨリ明確な把握j がみられ名V っまり,この前文は竹世紀後半の産業発展に伴う労 

働力吸引の增加が，1邮2年 の 「定住法」によ.る貧民の教区内周定化政策と矛盾するに至ったことめ 

一定の反映ではある。だが，1697年法による証明書制度は貧民の他教区への移動を緩和する意図を 

もっヤいためだろうか。 …, ：: : /  ' . ‘ .

' この証明書制度は，貧民が他の新教区に移動するときには，旧教区からの新教区宛の証明書が必 

要とされ，証明書所持者. (んrtiflc&te m ail)はじっ§いに救貧負担め対象者となるまでは新教区に居 

住するととができ，新教区で救済が必要となゥたときには旧教丨2 が責任を負うという制度である。 

1697年のこめ証明書制度は1662年法の第3 項で収穫労働などめさいに認められていだ証明書制度を 

一般的な労働力需要にまで拡大したものであるから，，けっして新たに導入された制度ではない。も 

ちろん，この1697年法は証明書所持者の居住権を一定め範囲内で認容したのであって矩住権をあた

者どじて決定的な重要性をもづ若年の徒弟労働者等fこづい't , その移動制限を大幅に緩和するという傾向を7 ,していたJ 
(山之内靖「前掲潜」.315芦) とやべて，'労働力流動制限の緩和の方向として， 1662年法の结3 項,职搜労働をおこなう 

ものには.証明畲を所持して他教囟ベいきうるとした条項，およ丨ブ, いま間超としている1691年法のなかの定住権獲得の4 ^  
件/ さら积f 述するI696—97年法の_ 明書御度，そLて17邛午法の規定を掲げている。東た労働衣流動制限の強彳！̂士 向  

.として，1662年法Q40日居住規定, 1685年の居住書_ 屈出制，1691年のflf面届出• 公示制, さらに169&-97年の規定を‘げ 

ている（同土，3比真の表)? だが，このような把握は,「労働力制限の緩和と強化め規定はしばしば同一め法令に並記され 

ていた」（同上，拙頁）ことは指摘できても，— 見矛盾する傾向が何故同一法令に现われたのかを有機的に説明すること 

ができない。いま問翅にしている1691年法についていえば，居住め書面屈出を日腿日の礼拝®後に公示されたときから40 
H間の唐住を起算すると改正された規定により，如日間居住を条件とする定住権獲得が辦臾上不可能となづたことを偽装 

するために定住のための4 条件を規定したこと，しかもそQ 4 条件による労働力流_ 緩和はきわめて限淀されたものであ 

ったことを見落してしま5 のである《山之内氏が1691年法の4 条件にかんして:「外来辑民のうち，独身潘,.子供をもたぬ 

渚， 1年間継続的啐雇用される者, 徒弟等は, 餅 t 手続書の提出および公示を免除される」（同上，315頁）として綏和条 

件を拡大解釈しいるのは誤りで'ある。本文中で指摘したようfc, 4 条件の③は, す子供のいない独身消が合法的に1年训 

屈われたばあい:.（if. any :upmairie4 person, not haVirtg1 child or children, shall be lawfully hifed into any parish 
or town for one year— R.jBurn, The History of the Pooi* Laws, 1764, p. 97)j :に定住権が獲得されると..しているの 

であって，1■独身者, 子供をもたぬを， 1印間継続的に雇用される渚j .がそれぞれそれだけの条仲で宠住権を獲得しうる 

.と规定された和けでゆない， ， パ ； . パ •
.注(57)ノ. 8..&: 9 Williams III. cap.； 30, S.R., p. 281. cited in P. Styles, op. cit-, p. 51,

(58〉 tp. Style尹, p. 51. ， :」 つ 1
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えだものではないことは，そ の r法律の解釈に関する法律」 （10 William III. cap .1 1 )が, 年10ボン

卩の借地を借用するか, 年々の教区吏員として1 年間務めるかのいずれかによる以外には定住権を

獲得できない，と規定したことによづても明らかであろう。ここで, 1 6 9 7年の条項は，証明書発給

には教区委員および貧民監督官のすべて（あるいはすぐなくとも大部分) の署名， 2 人以上の証人の証

言， 2 人以上の治安判事の許可が必要とされたことに注目しなければならない。1662年法では証明

書発行は教区長1 人，教区委員1 人および監督官1 人の署名を必要としたにすぎなかづたのにたい

して，1697年法の居住証明書発行条件はきわめて厳格に規定されたのである。その後1730年法によ

って, 2 人の証人のうち1 人は判事のまえで宣誓することを必要とされて， 「定住証明書制度の展

開は最後の段階に達すf )」 のである。 したがづて，1697年法は前文の「現実状態のヨリ明確な

把握u にもかかわらず，その意図は，貧民の教区への拘禁にあったといえよう。

H；このような厳格な証明書発給条件の規定に加えて,教区に証明書を発行する義務はないためにい

く々かの教区はまったぐ証明書を発行せず, また，その発行も教区委員，監督官などの意向に左右

された。バーンはいう。 「40日間の居住によって定住権を獲得するという安易な方法は， 諸教区に

貧民とのおよび教区相互の敵対状態をもたらした。：そして,続いて制限的法律がつくられる原因と

なった。… ‘この証明書の問題には若午の困難がある，というのは, . 1 人の人間にとって，不幸に

も定住を獲得したその場所にひきつづき居住することがどれほど不便であろうとも，また他の場所

での生活によって予期しうる利益がどれほどのものであろうとも，証明書は，こめ 1 人の人間をい

わば終生牢獄に投じる権限を教区の1 吏員にあたえるものであるからである。J と。 そして， ゥX

ッブが1697年法についてつぎのように主張するとき, この法律0 毛つ意図を正しく指摘していると

いえよう。「労働者の仕事がみつからなくとも， かれらを教区内にひきとめておくかような権力は，

借地農業者（fa rm er)にとって明らかにきわめて好都合だo た。借地農業者は他の労働力需要が賃

金率を上昇させるという危険さえなしに予備労働をままに合法的に保持したからである。jl6 9 7

年法は，証明書の発給により教歡間の移動を促進するものではな‘く，証明書の発給を制限すること
'  (62) :

により，移動を制限するところに意図があったのである。' そして，. 「その後の50年間における議会

注(59) P. Styles, ibid,, p. 51.
(60) R. Burn, The Hitory of the Poor Laws, 1764, pp. 2 3 5 - 6 .丨
( 6 1 ) S, & B. Webb, op, cit., p, 330.
( 6 2 )小山氏は，>■証明撙制度による居住制限の緩和はs そのB的の一部を達成したにとどまったj として, 「•.… .1697年法-., 
が居住制限を緩和し，貧民の移動を容易な.らしめる意図をもってV、たかは疑わしいどいうことができるa との法律は，証： 

明辑による移動の特権を，世帯主でない未婚の畓にまで拡張したのでfoるが, これによって教区:の貧民移動を姐止する権：

1 利が锁化されたt もみられるのでるj と招摘し，ウ‘ ッブの本文中の個所を3 丨用したのちrしたがって,剧 i:地制限は， 

地虫や借地農樂家に’とっては，自己の教12内に農業労働力を引きとめる利益をもたらした。思住地法はこれらの階級の利i ; 
報を保:護した。本蹲的に『中沘的j (へクシヤー）な居住地法が/ 座菜本命にいたるまで堅持された?j!山は， その地主的 

性格を無祝して0 理解しえないのであるンャリブスンやウエッブは* アダム、スミスにならって，1印7印相による証(W 
指制Ilk•の導入を，居往地制限の緩和と解釈している。けれどもとれらの諸斯情からみて- それは贫民の屈住について教区-

• *— 1 2 8  ( P S 2 ) — —
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および裁判所の決定は，すべてこの方向（定住権獲得を困難にすも方向一引用者）に向っており， 1692 

. 卬法の比較的自_ な政策から離れていった今である。j '.人' : ' . . : ' / : '

さらに'，. I 697年法は.，■「派生的居住権」 （derivative settlement).を最初に規定した法律としても重要 

である。この規定によって，新しV、教区で生まれた乎供も,，極貧者になったときにば旧教区に送還 

されることになり，厳密にいぐ世代もさかのぼって適用されると， 1 世紀以前に曾祖父が定住して 

ぃた遠隔地に突然送還されるとぃうことも生じ, 「定住法J をめぐる18世紀の教区間の訴訟はこの 

「派生的居住権Jをめぐっておこされることが多かったのである。また，1697年法が，救済をうける貧 

民の右袖肩にP とぃう大文字とそO教K 名の最初の文字を表示することを義務づけたとともまた海; 

因されよう。伺時に1697年法は兵i ，水夫および軍隊に働くもめほ定& 権を墟得できなぃと：U .き 

らに, i n 4年 法 (I2 Anne. cap.1句は証明書所持者の徒弟おょダ使M人にもその規定を拡大,し，き 

らに1,722年 法 (9 Gfeô ge I. c紐: ）々土ナツチブル法によって，①道路税と道路清掃税の支払ぃ,は定住 

権をS たえなぃこと:，②奶ポシド以下の土地購入奢ばその出埤に住む:あ:V、せだけ定住を許されるこ 

とが規定された。そして，1748年法によって家屋税と窓税にまでそ6 制限は拡大された。

以上のベてきたことから，1662年法以降, 貧民の移動にたぃする「定住法」は1哕1年法がきわめ 

て僅かな緩和の方向を示したのを除ぃては,絶えず他教区への移動を制限する方向で修正されてき
' .’ —. ：レ . . . ■ ■ . . ■ バン：. '  .■ジ、ノ .ベ：.

たことが明らかであろう。16叫年にロン.ドゾ議員の都市べの貧民集中排斥とぃう意図の下に,：社会 

の注自を集めることなく成立した「定住法」は， G .クードが the Law of S ettlem en tではなぐ 

the Law of Removal.であると指摘したよう•に，也教区へ移動した.貧民の排除を意図した.もの:でも.り,， 

教区内に貧民を停留させておこうとする地主的利害を体現するものに急速に進展してぃった。そし 

て.，マニュファクチュァめ発展渴程で，このよ5 な意_ を も つ 「宏住接」: 絮廃冉すべきで'あるとい 

う意見が強:まり， 現実に「定住法j を効果のなぃものにする方向がゝ進んでぃけばいくほど，「定住法」 

は，貧民の他教区への移動を制止しようどぃう意囪士強めてぃっためである。ケイッグであったJ .
(64) ' (

チヤイルドが17世紀後半にぃちはやく「定住法 !をきびし'く批判した琿由もここにあったと思われる。

.ン ■> ' . ' - * ■ . ■ -

付 記 本 稿 は 1970年度慶応義塾学事振興資金に■よる共同研究「19世紀イギリズの法制 • 政 治 • 経済•社会 

の総合的研究 j のうち，筆者分担分べイギリス救貧法の研究丄 . の一部セある。

‘ （経済学部助手）

の支配権を強化する効染をもったばかりではなく，むしろそれを目的としてぃたのではなぃかと考えをれるめである。j 
とのべてぃる（小山路男「前掲龜I 139—140頁〉。 ‘
また，山之内氏は, 1696年法が「前居住教区の証明書を持参する場合, 外来貧R の来住を相絶すること柃で_#なV V こ̂  

外来贫玛が救済を必襄とする場合は♦前屈住教区がその貴を負う」(山之内靖「前掲書J, 316頁の表)もやと興與レ労轉カ 

流動制限の緩和の方向を示すものとされてし、るが, すでに本文中で指摘したように, 1 _ 年法は証明書発給条件を1662年法 

より敢格にするものであり，そのことを通して教区支配を独化し, 移動を制眼する規定であったケいう:肩會與落t n ：いる，

注(63) P. Styles, op. cit；, pp. 51—2. •
( 6 4 ) ジョ，サイヤ* チ+ イルドがトーリー• プリー. ドレイダ一であるとする通説を土臾に薄らV て批判し, じ'づは：ウイク 

グであらたこどを明らかにしたのは杉山AU乎氏であるa ムチャ本ルド'「新交易論丄本山說の「解説」を参照。;し
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